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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
シースであって、
　　長手方向軸を規定し、内部空洞を形成する分割可能なシースハブであって、前記内部
空洞に沿って長手方向軸が延びるシースハブを含むシースと、
　弁要素であって、
前記内部空洞の側部から長手方向軸に対して、ラジアル方向に内側に延びる密封部位を含
む弾性プレートと、
第１の密封面を含み、前記弾性プレートによって支持された密封要素であって、前記分割
可能なシースハブの上の第２の密封面に対する位置に向かって付勢されて前記内部空洞の
少なくとも一部を実質的に密閉する密封要素とを含む弁要素と、
を有する医療物品。
【請求項２】
  前記第１の密封面および第２の密封面のうち少なくとも１つは、前記内部空洞の内部外
周の実質的な全体の周囲に延びる、請求項１の医療物品。
【請求項３】
  前記内部空洞の側部から内側に延びるフランジをさらに含み、前記フランジは前記第２
の密封面のうち少なくとも一部を形成する、請求項１の医療物品。
【請求項４】
近位端部、遠位端部およびその間に延びる可撓性の環状構造を含む分割可能なシース本体
であって、長手方向軸を規定し、前記長手方向軸に対して平行な２つの所定の分割線に沿
って２つの部位に分割することが可能であるシース本体をさらに含み、前記分割可能なシ
ースハブは、前記分割可能なシース本体の近位端部から延び、前記内部空洞は、前記シー
ス本体の長手方向軸に沿って延びる、請求項１の医療物品。
【請求項５】
  前記密封要素は前記第１の密封面に対して隆起部位をさらに含み、前記隆起部位は前記
シース本体から離れて突出する、請求項４の医療物品。
【請求項６】
  前記隆起部位は実質的にドーム状の形状を含む、請求項５の医療物品。
【請求項７】
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  前記隆起部位は前記第１の密封面と前記内部空洞を通じて延びる装置との間の接触を阻
害するのに充分な高さを有する、請求項５の医療物品。
【請求項８】
  前記第１の密封面は前記隆起部位を包囲する外周を形成する、請求項５の医療物品。  
【請求項９】
  前記シースハブは前記２つの所定の分割線に沿って２つのシースハブ部位に分割可能で
あり、前記弾性プレートの取り付け部位は前記２つの部位のうち第１の部位によって支持
されることにより前記弁要素が前記２つのシースハブ部位のうち第２の部位に対して分離
可能かつ移動可能となり、前記２つの所定の分割線は、前記シースハブの前記長手方向軸
に平行である、請求項４の医療物品。
【請求項１０】
  前記シースハブは、前記弾性プレートの取り付け部位と結合する遠位部位および近位部
位を含み、前記弾性プレートの取り付け部位は前記シースハブの前記遠位部位と前記近位
部位との間において支持される、請求項９の医療物品。
【請求項１１】
  前記シースハブおよび前記弾性プレートは前記長手方向軸に対して前記弾性プレートの
前記シースハブに対するラジアル移動および回転移動のうち少なくとも１つを制限するよ
うに構成された一対の対応する取り付け要素を含む、請求項１０の医療物品。
【請求項１２】
  前記弾性プレートは、前記密着部位が前記取り付け部位に対して移動するように弾性プ
レートが屈曲できる弱い部分を有し、前記弾性プレートは、前記第２の密封面に対して前
記第１の密封面に予圧を加えるために、実質的に非平面となるように前記弱い部分で屈曲
する、請求項９の医療物品。
【請求項１３】
  前記取り付け部位は、前記長手方向軸に対して実質的に非直角の第１の角度で、前記シ
ースハブの前記遠位部位と前記近位部位との間において支持され、前記第２の密封面は、
前記長手方向軸に対して実質的に非直角の第２の角度で前記内部空洞の周囲に延びる、請
求項１０の医療物品。
【請求項１４】
  前記弾性プレートは屈曲された位置で長時間保持された場合に低温硬化を阻害する特性
を有する可撓性の材料を含む、請求項１の医療物品。
【請求項１５】
　前記シースハブ内に配置される拡張器と、前記拡張器内に配置される針をさらに含む、
請求項４の医療物品。
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